
 

 

 

 

 京都府立医科大学附属北部医療センター（以下「北部医療センター」という。）の医療技

術職を確保し、地域医療の充実に資することを目的に、医療技術職として就業した方が返

還する奨学金の一部を補助します。 
 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年度の場合

※補助対象期間の例

（１）令和８年４月に任用開始、令和８年10月に奨学金返還開始の場合

（２）令和８年４月に任用開始、令和８年４月以前から奨学金を返還している場合

（３）令和８年４月以前から任用開始、令和８年４月以前から奨学金を返還している場合
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